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７ 章　 屋外広告物の施工

１  屋外広告物に係る法律等

(1 )　 設計図等に基づいた製作・ 設置

　 静岡市屋外広告物条例等の規定によ り 、「 構造は、 地震、 風雨等によ り 破損し 、 落下し 、 又は倒壊する

おそれのないも のである こ と 。」 と 定めており ます。 一般的に、 経済的、 合理的である こ と から 、 構造計

算によ る 安全確認を 推奨し ています。

　 同条例等の規定によ り 、 図面と 設計図の添付が義務付けら れています。 構造計算等によ り 、 安全を 確

認し た屋外広告物の設計図を 作成し なければなり ません。 さ ら に、 設計図は完成や保守にも 活用でき る

こ と から 、 根拠のない経験や勘によ る 安易な修正や変更は絶対にし ないでく ださ い。

　 建築基準法では設計図の作成が定めら れています。 こ の規定を 遵守する こ と で 4 ｍを 超えた工作物物

件は、 設置場所の地盤、 建物等への接合、 風圧等の諸条件を 基に計算、 設計さ れたも のである と いう 安

全の確認ができ ています。 製作、 設置工事において安全の根拠のない、 経験や勘によ る 安易な修正や変

更は絶対し ないでく ださ い。 問題等がある 場合は必ず設計者と の協議が必要あり 、 変更が発生する 場合

は変更届の必要があり ます。 広告主への安全の提供が第一です。

(2 )　 屋外広告物条例以外の関連法令

　 建設業法では、 業登録が必要な工事と し て 27 業種（ 一式を 含む 29 業種） が定めら れています（ 参考

資料　 許可・ 資格一覧表参照）。 屋外広告物の製作・ 設置はこ の中に該当し ます。 業種区分によ り 、

①　「 鋼構造物工事」（ 屋外広告工事）

　 　 型鋼， 鋼鈑等の鋼材の加工又は組み立てによ り 工作物を 築造する 工事

②　「 と び ‣ 土工・ コ ンク リ ート 工事」（ 屋外広告物設置工事）

　 　 足場の組み立て、 機械器具・ 建設資材等の重量物のク レ ーン 等によ る 運搬配置

ァ 　 鉄骨等の組み立て等を行う 工事

イ 　 く い打ち， く い抜き 及び場所打ちぐ いを行う 工事

ウ　 土砂等の掘削， 盛上げ、 締固め等を行う 工事

エ　 コ ンク リ ート により 工作物を築造する工事

オ　 その他基礎的ないし は準備的な工事

　 が主な該当業種になり ますので、 法令に基づく 工事を し なく てはなり ません。

他工事内容によ り 「 塗装工事」「 内装仕上げ工事」「 電気工事」 等が関連し ます。 また、 職場における 労

働者の安全と 健康を 確保する・ 快適な職場環境を 形成する 目的のための「 労働安全衛生法」　 も 守ら なけ

ればなり ません。

　 建設業では一定の基準を 超えた場合は建設業の許可を 受ける 必要があり ます。

　 1 件の工事の請負金額が 500 万円以上（ 消費税込み） の場合は建設業許可の申請が必要と なり ます（ 営

業所が 1 か所の場合は県知事許可申請、 2 か所以上の場合は大臣許可申請と なり ます）。 ただし 、 建設業

者よ り 受注の場合は建築工事一式の内に看板工事が含まれますので受注先と の協議が必要です。

全物件

４ m 超え

屋外広告物を 設置する 場合に必要な事項

４ m を 超える 屋外広告物を 設置する 場合に必要な事項
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2章　 安全点検のポイント

２  工程表

　 ３ 施工計画書

　 工程表は、 依頼主と の協議を 含む全体工程表、 現場作業だけの作業工程表等、 必要に応じ て作成さ れ

ます。 設置完了日から 逆算する 場合、 作業工程を 積み上げて作成する 場合等、 作業を 適切に管理する た

めに調整が行われます。 こ の工程表を 作成せずに進むと 、 作業の手戻り 、 不適切な施工等が起こ り 、 看

板への安全確保にも 影響が出る 可能性があり ますので、 必ず作成する よ う にし ます。

(1 )　 目　 的

　 施工計画書には、 工事の手順や工程、 進捗管理や安全管理の方法などの工事を 行う にあたっ て、 把握・

管理する 内容を まと めます。

(2 )　 内　 容

　 工事の施工手順や方法、 工程、 使用する 機械、 工具、 材料など、 安全対策や近隣対策など、 関係する

と 思われる 全ての内容を 反映する 必要があり ます。 工事を 安全に、 効率よ く 行う ため、 各工程と 内容の

把握・ 管理する ため作成し ます。

全物件

上級向

工　程　表

【工事名】

月

日

曜日

諸官庁申請

看板本体設置

養生期間

脱型・埋め戻し

【基礎工事】　　掘削・床付け

型枠設置・CON打設

表示面製作

現場施工

看板本体製作

鉄骨加工・塗装

月 火火 水 木 金 土 日水 木 金 土 日 月木 金 土

3 4 5 6 7 81 2

日金 土 日 月 火 水木

27 28 29 309 10 11 12 13 14

月 火

2024/〇/1

備考

　　　　　　〇〇〇〇株式会社　野立看板新設工事　工程表 2024/〇/１

3121 22 23 24 25 2615 16 17 18 19 20

日 月 火 水

屋外広告物を 設置する 場合に必要な事項

よ り 安全に・ よ り 高水準に屋外広告物を 設置し たい場合に必要な事項
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７ 章　 屋外広告物の施工

　 ・ 作業開始前に作業内容、 安全に関する 指示及び危険予知活動を 実施し 記録する こ と 。

　 ・ 作業者を労働安全衛生法で定める業務に従事さ せる場合は、 作業主任者の選任あるいは有資格者等

       の配置を 確認する こ と 。

　 ・ 服装の点検、 安全用具、 保護具・ 防具等の点検及び使用数量を 確認する こ と 。

　 ・ 危険場所並びに昇降口等について、 安全標識、 安全柵、 注意表示札等の設置を指示・ 実施さ せるこ と 。

　 ・ 第三者への作業場への立ち 入り 防止策を 確実に講じ る こ と 。

　 ・ 高所作業時における 安全措置及び有資格者の確認なと 必要な措置を 講じ ている こ と 。

　 ・ 作業時に充電部に近接する作業は、 事前に関係部署と 調整を 実施し 、 適切な措置を 行い、 感電防止

       策を 講じ る こ と 。 　 　

　 ・ 安全用具等については、 事前の点検を 確実に行う と と も に、 高所作業時における 遵守事項を 徹底

       する こ と 。

　 　「 施工・ 作業安全計画書」 を 参考に工事工程も 含めた計画書を 作成し ます。

項目 記載内容 備考
工事名

工事場所（                      ）
発注者名

契約工期   年  月  日〜   年  月  日     日間

工事内容
看板種別 ʻ
看板構造（寸法・面積他）
看板構造（基礎仕様）

現場概要
請負者名  ︓            （電話︓    ）
現場席委任者︓            （電話︓    ）
現場監督者 ︓            （電話・    ）

一次、二次の場合は追加

緊急時連絡先

警察署︓電話
消防署︓電話
病 院︓電話
労基署︓電話 

インフラ 関係︓            （電話︓   ）
その他

（地主情報等）
工事内容 工期 注意事項 作業者

４  屋外広告物の安全確保

(1 )　 施工前

屋外広告物の設置を 安全に進める ために、 以下の内容を 確実に行いまし ょ う 。

①　 作業前の対応

　 請負者は、 工事着手前まで に必要事項（ 氏名・ 住所・ 年齢・ 職種・ 資格等） を 明記し た作業員名

簿を 提出し 発注先に提出し なければなり ません。 また、 こ の作業員名簿を 整備し 、 常時携行し なけ

ればなり ません。 特に、 作業にあたっ ては高齢作業者の就労について 、 作業内容と そのリ スク につ

いて、 時間を かけて教育を 実施し 、 理解さ せなければなり ません。

②　 現場監督者の任命

現場監督者は、 作業者全員に対し 下記に掲げる措置を講じ なければ作業者に作業を行わせてはなり ません。

上級向 よ り 安全に・ よ り 高水準に屋外広告物を 設置し たい場合に必要な事項
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労働安全衛生法で定める 特別な作業： 作業主任者の管理を 必要と する 業務内容】　

ク レ ー
ン 等の
運転

区分 業務内容 選任・ 配置すべき 者 資格等

建築物
の鉄骨

建築物等の組 て は塔であっ て、 属製立 又 金
の部材により 構成さ れるも の（ その さ が高
５ ｍ以上のも のに限る） の組 て、 解体立 又
は変更の作業

建築物等の鉄 の組 て等作業主骨 立
任者

技能講習終了者

場足 吊り 場、 張出し 場、 さ ５ ｍ以上の足 足 高 足
場の組 て、 解体 は変更の作業立 又

場の組 て等作業主任者足 立 技能講習終了者

掘削 掘削 さ が２ ｍ以上と なる地 の掘削作業高 山 地 の掘削作業主任者山 技能講習終了者

電気
特殊電気 事（ ネオン 事等）工 工 電気取扱者 特殊電気 事資格者工

般電気 事一 工 第1.2 種電気 事工 士

般一
機械

電動駆動の巻上機（ 電動ホイ スト ・ エヤー
ホイ スト 及びこ れら 以外の巻上機でゴンド
ラ に係るも のを除く ） の運転業務

巻上げ機運転者 特別教育修了者

携帯 丸のこ 盤を使 する作業用 用 丸のこ 等取扱作従事者 上記に準じ た教育修了者

免許所有者吊り 上げ荷重５ ｔ 以上のも のの運転業務

移動式ク レ ーン運転者
吊り 上げ荷重１ ｔ 以上５ ｔ 未満のも のの運
転業務

技能講習終了者

吊り 上げ荷重１ ｔ 未満のも のの運転の業務 特別教育終了者

掛玉

吊り 上げ荷重１ ｔ 以上の移動式ク レ ーン、
デリ ッ ク の 掛作業玉

掛作業者玉

技能講習終了者

吊り 上げ荷重１ ｔ 未満の移動式ク レ ーン、
デリ ッ ク の 掛作業玉 特別教育終了者

ゴン
ド ラ

ゴンド ラ 操作の業務 ゴンド ラ 操作者 特別教育修了者

両系車
建設機
械等

機体重量３ ｔ 以上（ 整地・ 運搬・ 積込・ 掘
削・ 基礎 事・ 解体 機械） の運転工 用

運転者

技能講習終了者

機体重量３ ｔ 未満（ 整地・ 運搬・ 積込・ 掘
削・ 基礎 事・ 解体 機械） の運転工 用 特別教育終了者

所作高
業車

作業床の さ １ ０ ｍ以上のも のの運転業務高
運転者

作業床の さ １ ０ ｍ未満のも のの運転業務高 特別教育終了者

溶接

アセチレ ン 溶接装置 はガス集合溶接装置又
を いて う 属の溶接、 溶断 は加熱の用 行 金 又
作業

ガス溶接作業主任者 免許所有者

可燃性ガス及び酸素を いて う 属の溶用 行 金
接、 溶断 は加熱の作業又

ガス溶接作業者 技能講習終了者

アーク 溶接機を いて う 属の溶接、 溶用 行 金
断等の作業

アーク 溶接作業者 特別教育修了者

技能講習終了者
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７ 章　 屋外広告物の施工

４ｍ以下の広告物 ４ｍを超える広告物 備考

工事着手前 確認申請書提出

確認済証の受領 工事現場に掲示（H25 ㎝× W35 ㎝以上）

工事中

看板設置個所の位置出し 敷地境界線からの距離など確認
基礎掘削・床付け 掘削深さの確認

砕石敷・平板ブロック敷（又は捨てコンクリート打設）

配筋・型枠

柱建込み・胴縁取付

基礎コンクリート打設

コンクリート各試験 生コン配合計画書による

埋め戻し・残土処理

立ち上がり根巻コンクリート打設

看板本体取付

整地・片付け・清掃

工事完了後

完了検査申請書提出

行政による完工検査

検査証受領

工事完工

工事完了報告書

②　 災害の発生

　 現場監督者は、 当該作業において 災害が発生し た場合、 被災者の救出を 最優先に行う と と も に、

直ち に「 施工安全書」 に記載さ れた連絡先に報告し なければなら ない 。 また、 災害調査・ 防止対策

の樹立を 含め、 災害防止活動を 徹底し なければなり ません。

③　 作業中の注意作業を 進めるう えで、「 火気取扱上の注意」「 公衆保安」「 交通安全」「 廃

棄物の処理」 などを確実に行う こ と 。

④　 高所作業等における安全措置事項

屋外広告物の設置工事は高所作業がつき も のです。 いつも の作業で慣れている から と いう 一瞬の思

い込みは大き な災害に繋がる 恐れがあり ます。 広告主の信頼に応え安全作業で看板が引渡し でき る

よ う 下記の項目に留意し まし ょ う 。

　 ・ 作業床への搭乗者制限

　 ・ 墜落制止用具の使用

　 ・ 運転資格（ 上記の通り ）

　 ・ 転倒・ 転落の防止（ アウト リ ガの適切な使用）

　 ・ 定期自主検査、 作業開始前点検

 (2 )　 施工中

①　 施工・ 安全計画書

施工・ 安全計画書の基づき 安全作業を 行います。

上級向

出典　 厚生労働省ホームページ

よ り 安全に・ よ り 高水準に屋外広告物を 設置し たい場合に必要な事項
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⑤　 墜落制止用器具フ ッ ク の正し い掛け方

⑥　 はし ご等使用時の安全注意事項

　 ・ 床面と の角度は 75 度程度と する 。

　 ・ 上端は床から 60 ㎝以上、 でき れば 80 ㎝以上突き 出し 固定する こ と 。

　 ・ 転移防止を する 。

　 ・ 二連はし ごは、 スラ イ ド し て金具ロ ッ ク を 確認する 。 また上はし ごと 下はし ごの踏さ んを ロ ー

        プで固定する 。

　 ・ 上端を 固定する までは、 補助者が支える 。

⑦　 脚立使用時の安全注意事項

　 ・ 脚立は原則と し て２ ｍ未満のも のを 使用する 。 ２ ｍ以上の場合は高所作業と なる 。

　 ・ 高さ ２ ｍ以上の脚立を 使用する 時は、 墜落制止用器具を 着用し て作業する 。

　 ・ 天板上での作業は厳禁と する 。

⑧　 う ま足場使用時の安全注意事項

　 ・ 水平で段差のない堅固な床面に設置する 。

　 ・ 足場板の敷き 並べは３ 点支持と し 、 ゴムバン ド 等で結束する 。

　 ・ 足場の高さ は２ ｍ未満と 市、 幅はでき る だけ 40 ㎝以上と する 。

　 ・「 う ま」 を 脚立代わり の単独使用は厳禁と する 。

①　 安全点検

　 広告物によ る災害が発生し た場合、「 民法第７ １ ７ 条土地の工作物等の占有者及び所有者の瑕疵の責

任」 に基づき 、工作物等の占有者及び所持者が、その責を負う こ と になり ます。 従っ て看板工事完了後、

「 静岡市屋外広告物安全点検ガイ ド ラ イ ン」 に基づき、 必要な点検を行う よう 広告主へ説明を し ておく

こ と が大切です。

全物件

出典　（ 財）中小建設特別教育協会資料
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付
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法

直接取付 巻き つけによ る 取付 穴を 通し ての取付

誤
っ
た
取
付
方
法

(3 )　 施工事完了報告書

　 　 各社基準（ 法令準拠） によ る 。

(4 )　 施工後

屋外広告物を 設置する 場合に必要な事項

Direct   at t achment At t achment   by w rapping  around
Hole At t achment  
(b lot  holes, et c) 
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７ 章　 屋外広告物の施工

（ 参考）

　 ・ 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵がある こ と によ っ て他人に損害を 生じ たと き は、 その工作

　 　 物の占有者は、 被害者に対し てその損害を 賠償する 責任を 負う 。 ただし 、 占有者が損害の発生

　 　 を 防止する のに必要な注意を し たと き は、 所有者がその損害を 賠償し なければなら ない。

　 ・ 前項の規定は、 竹木の栽植又は支持に瑕疵がある 場合について準用する 。

　 ・ 前二項の場合において、 損害の原因について他にその責任を 負う 者がある と き は、 占有者又は

       所有者は、 その者に対し て求償権を 行使する こ と ができ る 。
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(1 ) 材料の調達

① 鋼材等

　  建築基準法では建築材料の品質確保が規定さ れています。 主要構造部（ 柱等） は JIS 規格適合鋼

材の使用の必要があり ます。

② 金属板・ 複合板・ プラ スチッ ク 板等（ 表示面の材料）

　 金属板・ 複合板・ プ ラ スチッ ク 板等は屋外に長期に直接さ ら さ れる も のであり 、 腐食し にく いも

のや防食処理を し たも の、 温度変化に充分対応出来る など 、 製品の機能を 理解し 、 用途に応じ て選

定する こ と が重要です。 選定を 間違える と 大事故に繋がる おそれがあり ます。 防火地域で は 3 ｍを

こ える も のは不燃材の使用と なり ますので注意が必要です（ 建築基準法 第 66 号）。

 (2 )　 材料の保管

①　 鋼材・ 溶接材料等

　 腐食が進まないよ う 風通し の良い環境で湿気対策を 考えて保管し ます 。 さ ら に、 重たいも のであ

る ため、 地震対策と し て、 簡単に移動し ないよ う に固定を し ておき ます。 また、 吸湿し た被覆アー

ク 溶接棒や腐食し たワイ ヤを 使用する と 健全な溶接が期待でき なく なり ます。

②　 金属板・ 複合板・ プラ スチッ ク 板等

主に板状のも のであり 、 仕上げに影響が出ないよ う 、 材料が変形し ないよ う に台座を 設けて保管す

る 必要があり ます。

③　 塗料・ 接着剤等

　 塗料・ 溶剤等の保管は決めら れた指定数量によ り 消防法・ 火災予防条例の届け出が必要です。 そ

れ以下である 場合でも 塗料・ 溶剤等は扉付き の金属製の保管庫に収納し 、 地震・ 振動など で移動転

倒し ない固定方法が必要です。 高温になら ない場所、 火気厳禁表示、 付近に消火器の設置が必要と

なり ます。

　 ５  材料の選び方
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７ 章　 屋外広告物の施工

(1 )　 基    礎

基礎工事に使用する コ ンク リ ート は JIS 規格に適合し た建築基準法に定めら れた基準によ り ますが、 生

コ ンク リ ート （ レディ ーミ ク スト コ ン ク リ ート ） の入手先は生コ ン ク リ ート 製造会社から の入手を 原則と

し てく ださ い。 コ ン ク リ ート 製造工場で少量購入可能と なり ます。 空練り コ ン ク リ ート を 使用する 場合、

適切な配合が必要と なり ます。 コ ン ク リ ート の強度に問題が起こ ら ないよ う にし てく ださ い。

(2 )　 骨　 組

　 屋外広告物の骨組みは、 強度を 要求さ れる ため鉄骨が主体になり ます。 計算によ り 設定さ れた各部材

の溶接や接合が基準にのっ と り 確実に出来ている かが注意点です。 他に、 木材は下地処理と し て防腐処

理を 確実にし て耐久性を 高める 事が重要です。

　 小型のも のと し てはアルミ 材も 使用し ますが、 アルミ 材は種類によ り 強度が異なり ますので、 使用箇

所によ る 適切な使用方法を し てく ださ い。 アルマイ ト 処理を し てないアルミ 材は腐食が進むと 強度に問

題が発生し ますので管理に注意が必要です。

(3 )　 板　 面

　 広告物を 表示する ために表示の下地と し て、 金属板（ メ ッ キ鋼鈑・ アルミ 板・ ステ ン レ ス板など ） が

使用さ れますが、 板厚やサイ ズは仕上げ面に対応し た効率良い方法で仕上げなければなり ません。 アル

ミ 複合板やプ ラ スチッ ク 板は風圧によ る 強度を 充分配慮し、 適正な方法で取付が必要です。 防火地区で

は 3 ｍを こ えた看板の防火措置があり ますので、 該当し た場合は不燃材の使用が定めら れています。

　 6  材料の使い方

コ ンク リ ート を使う 理由
セメ ン ト と 細骨材、 粗骨材を 混ぜ、 コ ン ク リ ート と し て使う 理由は、 大き く ３ つあり ます。

１ 　 収縮を抑える
　 セメ ン ト と 水だけで 、 硬化反応は発生し ます。 し かし 、 細骨材と 粗骨材を 混入さ せたコ ン ク リ ート

と 決定的に違う のは、 収縮が大き いと いう こ と です。 細骨材と 粗骨材は、 硬化反応後も 収縮を 起こ し

ません。 収縮し た分だけ、 亀裂が発生する 可能性が高く なり 、 大き な亀裂によ り セメ ン ト が割れ、 基

礎上部の躯体を 支える こ と ができ なく なり ます。

２ 　 発熱を少なく する
　 セメ ン ト と 水だけで 、 硬化反応は発生し 、 熱を 発生さ せます。 こ の発熱から 急激に温度が下がる こ

と で収縮を 促進さ せます。 発熱を 少なく する こ と は、 収縮を 抑制する こ と に繋がり ます。

３ 　 かさ を増す
　 コ ン ク リ ート を 構成する 材料の中で 、 セメ ン ト が一番高額になり ます。 細骨材と 粗骨材でかさ を 増

すこ と で、 収縮を 抑え、 発熱を 抑制、 コ スト 軽減に繫がり ます。
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　 7  道具の使い方

(1 )　 道具の種類

　 レ ン チやド ラ イ バー等の手動工具、 イ ン パク ト ド ラ イ バーや電気ド リ ル等の電動工具、 その他、 空圧

工具や油圧工具など、施工に際し て様々な道具を 使用し ます。 下地に合っ た道具、工具を 把握し て使用し 、

適正なビ ス、 ボルト 等を 使用し 、 メ ーカ ー等の指定品があればそれを 使用し 法的な問題が無いよ う にし

なければなり ません。

 (2 )　 道具の制限

　 使う 材料によ り 、 メ ーカ ー専用工具を 指定し ている 場合があり ます。 メ ーカ ーが指定し ている 目的は

接合部の耐力の安全確保や別道具使用によ る 耐力不足、 破損など を 防止する ためで、 指定がある 場合は

必ず使用し なく てはいけません。

イ ンパク ト ド ラ イ バー

（ ※使用が制限さ れる場合があり ます。）
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７ 章　 屋外広告物の施工

(1 )　 設計内容の把握（ 作業前の準備）

　 野立看板の転倒事故等の事例で、 基礎工事が原因である と 判断でき る 物件が多々あり ます、 原因はあ

き ら かで、 知識不足によ る 不良工事の場合が多いと 考えら れます。 　 　

　 構造計算さ れた使用に基づいた設計図は、 現場の状況を 基に台風などの風圧を 考慮し 構造体を 設計し 、

基礎寸法も 設定し 、 図面化し てある ので、 転倒事故など あり えません。 作業においては常に図面内容を

把握し 、 作業に当たり 、 図面と の違いが発生し た場合は設計者の判断で作業を 行う よ う にし なければな

り ません。 図面の無い作業を 行っ て はいけません。 過失責任を 問われる 場合も あり 得ますので責任ある

工事が必要です。 工事を 行う 者は、 設計図等（ 設計図、 仕様書） に従い、 責任を も っ て履行し なければ

なり ません。

(2 )　 位置出し

　 設計図を 基に現場の確認を し ます、付近の障害物等も 考慮し 位置決定を し ます。掘削工事がある 場合は、

特に隣地・ 道路の境界線の確認が必須です。 地中障害物・ 工事方法など も 考慮し て設置位置の確定を 行

います。

(3 )　 仮設工事の安全確保

　 作業状況が高所になる 場合は作業内容に最適な規定に基づいた足場工事が求めら れます 。 安易に車両

の荷台や梯子での作業は危険であり 絶対にし てはいけません。 また、 上部から の資機材の落下がないよ

う に措置を 行います。 作業範囲内に歩行者等の第三者が立入出来ないよ う に規制する 事も 必要です。 足

場工事が出来ないよ う な状況では高所作業車を 使用し ての作業と なり ます。

(4 )　 掘削工事

① 基礎の掘削方法

　 位置出し 完了後、 掘削工事と なり ます。 掘削寸法は設計図に記載さ れた基礎寸法及び型枠設置に

必要な余掘り 、 砕石敷均し 、 基礎底板設定の捨コ ン ク リ ート 打設時等を 考慮し 寸法設定を 行い 、 図

面に基づき 堀削し ます。

② 掘削時の注意点

　 基礎の掘削では、 ガス管、 給排水管、 電気ケーブ ル等のイ ン フ ラ 埋設物の事前調査が必要になり

ます。 調査によ り 不明な点はガス会社、 電力会社、 電気工事会社、 給排水工事会社、 等への打合せ

が必要です。 未然に事故を 防ぐ ためです。

　 掘削工事では、 必要よ り 大き な重機の使用を し ないで 、 掘削の大き さ に合っ た重機で 、 埋設物に

注意し ながら 慎重に堀削し ます。 万が一に埋設物があっ た場合は、すぐ 判断し ないで、工事を 中断し 、

設計者に報告し 、 設計者の判断を 待つよ う にし ます。 結果， 指示によ り 工事を 進めます。

　 根切り が深い場合は土留め等の崩落防止処置も 必要になり ます。

(5 )　 基礎工事の安全確保

　 基礎の安全確保は地盤の調整です。 ４ m 以下の看板は、 構造の安全性を 確認し た設計図、 仕様書に基

づいて工事を 行います。 特に設置地盤の確認、 掘削後の砕石処理、 充分な転圧を 行い安定し た下地整備、

必ず規定の型枠材を 使用し 、 コ ン ク リ ート の打設を 行う よ う にし てく ださ い。 枠材が薄いと コ ン ク リ ー

ト の圧力によ り 変形し て設定し た寸法になり ません、 間違っ ても 　 掘削後、 直接コ ン ク リ ート を 流し 込

　 8  作業工程における注意点
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まないでく ださ い。 コ ン ク リ ート と 土が混ざ り 合っ て強度に問題が発生し ます。 基本柱は基礎の中心に

設置し てく ださ い。 舗装、 土間コ ン ク リ ート 、 外部コ ン ク リ ート 床版には屋外広告物を 支持する 強度は

あり ません。

(6 )　 鉄筋工事（ 鉄筋を 使う 場合）

① 材料の確認

　 鉄筋を 使用する 場合は、 鉄筋の材料確認を 行います。 使う 鉄筋は、 JIS 規格に適合し た鉄筋でなけ

ればなり ません。 鉄筋に JIS 規格である こ と が刻印さ れています。 安心でき る 業者から の購入や刻印

の確認を し てから の使用と なり ます。 鉄筋の加工は設計図に基づき 正確に加工し ます短尺のも のを

溶接で繋いだり 、 重ねての使用はでき ません。 また有害な曲がり 、 ひび割れ等の損傷のある 鉄筋は

使用し てはいけません。

　 保管については、 直接地上においてはいけません。 長期間屋外に保管する 場合はシート 等で覆い

養生を 行います。

② 加工・ 組立

　 鉄筋加工において、 熱処理を 行う と 鋼材と し ての性能が変わる ので曲げ加工は冷間加工と し なけ

ればなり ません。 溶接等は原則行っ てはいけません。

鉄筋を 現場で組立する 際の注意と し て 、 結束線にて、 全接点（ 交点） の結束を 行います。 基礎の大

き さ が小さ い場合、 結束線の仕舞は土に触れる と 錆の誘因に繋がり ますので端部は必ず内側を 向け

る 様にし ます。
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７ 章　 屋外広告物の施工

(7 )　 型枠工事

　 設計図等に記載さ れた基礎の大き さ に従っ て型枠を 設置し ます。 コ ン ク リ ート 型枠用合板は JAS（ 日

本農林規格） によ り 規格が制定さ れています。 予めパネル状に組む場合と 単板で使用する 場合があり ま

すが流し 込んだコ ン ク リ ート 圧力などで変形し ないよ う 型枠の補強材と し てバタ 角材にて固定し ます（ 現

場での作業効率のため、 出来上がっ た基礎の運搬や設置条件の良い場所ではあら かじ め別の場所で型枠

工事を し 、 コ ン ク リ ート 打設を し 、 完成品を 運搬設置する 丘打ち 基礎を する 場合も あり ます）

(8 )　 コ ンク リ ート 工事

① コ ンク リ ート 工事の基本事項

　 　 ア　 コ ン ク リ ート 工事に用いる 材料は、 所定のも のである こ と 。

　 　 イ 　 打ち込まれたコ ンク リ ート は、 所定の形状、 寸法及び位置並びに密実な表面状態を 有するこ と 。

　 　 ウ　 コ ン ク リ ート は、 所定の強度を 有し 、 構造耐力、 耐久性、 耐火性等に有害な欠陥がないこ と 。

② 生コ ン工場から の輸送

　 基礎工事に使用する コ ン ク リ ート は JIS 規格に適合し た建築基準法に定めら れた基準が求めら れま

すが、 計算によ り 小型の看板で も 最低 1 ㎥のコ ン ク リ ート が必要で す。 1 ㎥を 現場作業にて練っ た

場合、時間と 労力がかかり 、いち ばんの問題は、コ ン ク リ ート の強度に問題を 残し ます。 生コ ン ク リ ー

ト （ レ ディ ーミ ク スト コ ン ク リ ート ） の入手先は生コ ン ク リ ート 製造会社から の入手を 原則と し て

く ださ い。

設計図と 仕様書に基づいた基礎の施工 JIS に基づき 調合さ れたコ ンク リ ート の搬入と コ ンク リ ート の

打込み
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③ 小規模の場合の基礎工事

　 小規模の看板の基礎については、 計算によ り 設計さ れた図面によ り 、 型枠を 使用し 、 JIS 規格のセ

メ ン ト を 使用し 、 ホームセン タ ー等の説明のと おり （ 自己所有の郵便ポスト 程度に限る ） セメ ン ト

1： 砂 3： 砂利 6 ＋水０ ．５ の比率にて充分撹拌し 、 生コ ン ク リ ート を 作り 、 打設し てく ださ い。 コ ン

ク リ ート の締固めにはバイ ブレ ータ や小槌等を 使用し 、 コ ン ク リ ート の充填と 行います。 コ ン ク リ ー

ト 硬化後の型枠撤去、 付近の土の埋め戻し 後、 充分な転圧を し て下さ い。 転圧等が不十分だと 風圧

等によ る 看板の傾斜が発生し 、 危険な状態になり ます。

※製造会社によっ ては配合済の空練り コ ンク リ ート を少量販売し ています。 乾燥し てし まう と 必要と する強度が保てなく なる 

   為、 購入後は速やかに使用する必要があり ますが、 現場で注水し 練る事で生コ ンク リ ート を用意するこ と ができ ます。

※規模により ますが、 基礎工事は、 資格のある専門業者に依頼するケースが多い。 コ ンク リ ート 基礎は、 現場打ちではなく 、

   他の場所でまと めて基礎を打設する（ 俗に岡打ちと も いう ） こ と も でき ます。 岡打ちであれば、 掘削深さ を事前に担保する

   こ と ができ ます。

電動オーガー

手作業によるコ ンク リ ート の打ちみ

手動の掘具

事前に打設さ れた屋外広告物の基礎
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７ 章　 屋外広告物の施工

(9 )　 鉄骨工事

①　 鉄骨工事の基本事項

　     ア　鉄骨工事に用いる 材料は、 所定のも のである こ と 。

　 　 イ 　 鉄骨は、 所定の形状及び寸法を 有し 、 所定の位置に架構さ れている こ と 。

　 　 ウ　 鉄骨は、 構造耐力、 耐久性、 耐火性等に有害な欠陥がなく 、 接合部及び定着部は、 作用す

             る 力を 伝達でき る も のである こ と 。

②　 材料の確認（ 現場確認）

　 設計図の変更は原則でき ません。 建築物に設置する 看板の場合、 建築図面と 現場状況が違う 場合

があり ます。 必ず現場確認を し 、 建築図面と 現場の違いが発生し ている 場合は、 建築物設計者と 連

絡を 取り 、 相違についての原因、 検討を 依頼し て設計に反映し なければなり ません。

鉄骨工事に使用する 鋼材は JIS 規格品で、 一般構造用鋼材（ SS 材） を 主に使用し ますが使用部分によ

り 選定し ます。 鋼構造物に使う こ と のでき る規格品であるか確認し なければなり ません。

③　 溶接

　 野立看板の場合、 看板運搬、 意匠的など も 考慮し て 、 長尺でなく 短尺での運搬にて 、 現場での柱

のジョ イ ン ト を 隅肉溶接にて対応する 場合があり ますが、 現場での溶接作業の不良作業の結果、 強

風時、 ジョ イ ン ト 部分の溶接が破断し 中間部分から 看板が傾倒する 事故の発生事例も あり ます 。 現

場での溶接作業は、 溶接作業者の技量や、 作業姿勢が不安定と なる ため、 接合強度不足が懸念さ れ

ます。 でき る だけ現場での溶接作業を 無く さ ないと いけません。 看板の構造設計時において 、 現場

での溶接作業を 無く す施工方法など、 事前に解決し ておく 問題です。

(10 )　 木工事

　 木材は全体が木仕上げの看板を 除いて、 構造主体より 、 構造的根拠を 求めると 大き い角材と なるため、 角

材を パネル加工し 、 表示部のパネルと し て使用する場合がほと んどです、 木材は， 節や木目により 割れ等が

発生する ため材料を 選ぶと き 注意が必要です、 使用材は必ず防腐処理を し てく ださ い、 仕上げ塗装は意匠に

より 各色仕上げです。 通常は角材を 格子状でパネル組にし ますが、 中桟の寸法は仕上げ材により 調整し 、 安

定し た表示面に仕上げます。 L 型ピース等で、柱材と の取り 付けになり ますが、柱間隔部分の面積が横材（ 水

平材） にかかる風圧ですので、 柱間隔に応じ て、 角材のサイ ズの検討を し てく ださ い。 横材は全て柱材へ取

付し てく ださ い。 表示面は金属板や複合板にて仕上げますが、 ビスやく ぎにて固定し ます。 表示部分の端部

はＬ 型材にて処理すると 小口の捲れ防止や見た目がすっ き り し ます。

鉄筋の工場加工 支柱の塗装
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(1 1 )　 塗装工事

　 JIS 規格品で、 木部には木部塗料、 鉄部には鉄部塗料を 使用し て作業を し ます。 鉄部は錆止め塗料、 亜

鉛メ ッ キ塗料、 合成樹脂調合ペイ ン ト 、 など 仕上げ用途に応じ た各種塗料を 選定し ま す。 有害物質を 含

まない塗料が増えています。 塗装の剥離等の原因は、 塗装前の素地ごし ら えの不良が大半です。 汚れの

除去・ 油分の除去・ さ び落と し を 確実に行う 事が重要です。 3 回仕上げの場合、 錆止め塗料 + 中塗り 塗

料 + 仕上げ塗料の各塗料の密着強度の違いが原因などです。 メ ーカ ーによ り 適切な塗料の種類と 塗布量

が仕様と し て記載さ れています。

　 仕上げ方法によ り 、 吹き 付け塗装、 静電塗装、 刷毛塗り 塗装など になり ますが、 作業中は、 火気に注

意し 防塵マスク を 着用し ます。 定期的な保守塗装を 行い、 劣化進行を 防ぐ 必要があり ます。 塗装の際は

耐候性の良い塗料を 使用する こ と が望まれます。

　 塗装作業は労働安全衛生法に基づいた作業が必要です。 塗料には有機溶剤が含まれていますので、 換

気の良い場所での作業、 付近に火気がないこ と 、 屋内作業において局所排気装置を 設けずに有機溶剤業

務を 行う 場合は、 塗装用防毒マスク 等の保護具装着は必須です。

(1 2 )　 板面工事

　 板面は通常は胴縁材への固定になり ます、 金属板、 複合板など 張り 付け材によ り 、 ク ギ、 タ ッ ピ ン グ

ビ ス、 リ ベッ ト など になり ますが、 看板構造によ り 背面よ り の風圧も 受けます、 端部など は捲れやすい

ので、 ビ スの打ち 増し など の対応を し てく ださ い。 プ ラ スチッ ク 板を 使用する 場合は熱や水分によ り 膨

張する こ と を 十分考慮し 、 プラ スチッ ク 板周辺の押さ え幅を 設定する こ と が必要です。

フ ィ ルタ 脱着式マスク

屋外広告物放置用足場

防じ んマスク

リ ベッ ト による加工
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７ 章　 屋外広告物の施工

(14 )　 電気工作物の工事

①　 電気用品安全法

　 電気用品の製造、 輸入、 販売等を 規制する と と も に、 電気用品の安全性の確保につき 民間事業者

の自主的な活動を 促進する こ と によ り 、 電気用品によ る 危険及び障害の発生を 防止する も ので 、 技

術上の基準に適合する よ う 自主検査の実施や検査記録を 作成し 、

保存する こ と を 定めています。

　 こ の法律は、 広告灯や電照看板を 設置する 場合に、（ 特定用電

気用品）（ 特定用以外） 定めら れた基準に適合し た製品を 選定する

も のでＰ Ｓ Ｅ マーク と し て定着し ています。 広告灯は「 特定用以

外」 に該当し ます。

電気工作物は本体に不良があれば、 漏電や火災等にいつながる 可能性がある こ と から、 以下に留意する

こ と が必要です。

　 ・ 電気用品安全法に適合し たも のを 設置する

　 ・ 施設場所に適し た製品を 設置する

　 ・ 施工前に、 製品の注意事項を よ く 確認のおう え適切に設置する

　 ・ 施工前、 施工後に、 製品の損傷等ないこ と を 確認する

(13 )　 設置工事

　 設置工事は現場での作業を 減ら し 、 品質と 安全の確保が出来る よ う に可能な限り 工場内での製作を 推

奨し ます。 運搬や製造者の都合のために図面と 違う 方法で加工し、 変更し てはいけません。 基本の設計

が違っ ています。 工場での作業が終了後は必ず看板内部の清掃を 行っ てく ださ い。 看板内に残っ た切粉

等が原因で発錆の原因になり ます。 現場での作業終了後も 同じ です。 現場作業では工事範囲は勿論、 近

隣にも 注意を 払っ て施工を 行う 事が必要です。
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接防水型続箱

金属板張り

電気看板

電  
気  
看  

板
絶縁管取付

防水型コ ンセント

屋内線引込線口

VVケーブル

電気
看板 規定にあっ た

ケーブルまたはキャ ブタ イ ヤケーブルを 使用する 。

（ コ ード は使用禁止）　 　 　

（ 簡易な突き 出し 看板等： 76 条）

　 製品と し て の広告灯は「 特定電気用品以外の電

気用品」 と し ての承認マ ーク のある も のを 使用す

る 。 個々に製作さ れたも のは、 部品等は「 電気用

品安全法」 の承認を 受けたも のを 使用し 、 内線規

程の解釈にあっ た施工を 行いまし ょ う 。

電線の種類 低圧（ ｍ） 高圧（ ｍ）

Ｏ Ｗ・ Ｉ Ｖ ・ Ｄ Ｖ 線 0.4 ―

高圧絶縁電線 0.4 1.2(0.8)

ケーブル 0.4 0.4

防護具

取付

Ｏ Ｗ・ Ｉ Ｖ ・ Ｄ Ｖ 線 直接接触し

ない

―

高圧絶縁電線

ケーブル

注）（ 　 ） は、 人が容易に触れないよう 施設し た場合

柵

看

　板

　（ 具体的な事例）

②　 広告物へ電気を供給するための電気設備

・ 看板への配線工事

　 　 配線工事については、「 電気工事士法」 によ り 電気工事士でなければ施工はでき ません。 電気工

　 事士の資格がない者が施工する こ と はせず、 必ず電気工事業者に依頼し 、 適正な工事を行う よう に

　 し まし ょ う 。 また、 個々に組み立てて施設さ れる 看板で、 広告灯と し ての「 電気用品安全法」 の承

　 認を 受けていないも のは、 看板内部の電気工事も 配線工事である ため電気工事士によ り 施工し な　

　 ければなり ません。

・ 看板等と 配電線の離隔距離

   　 看板等と 配電線の離隔距離は「 内線規程の解釈」 にて規定さ れています。

　 看板等を 取り 付ける 場合には、 こ の離隔距離について注意し 、 配電線と 接近する よ う なと き は、

　 配電線の防護・ 移設または看板の位置を 考える などの必要があり ます。 必要に応じ 中部電力パワー　

　 グリ ッ ド 株式会社に相談し てく ださ い。
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８ 章　 維持管理

(1 )　 安全点検

　 静岡市安全点検ガイ ド ラ イ ン を 参考に安全点検を 実施し ます。

詳し く は静岡市安全点検ガイ ド ラ イ ン を 検索、安全点検の方法が書かれている のでネッ ト から ダウン ロ ー

ド し てみてく ださ い。 ht t ps: //w w w .ci t y.shizuoka. lg . j p/726 _ 000204 .ht ml

日頃から 注意し て、 広告物の劣化やボルト の緩み、 サビ の新色、 漏電など ないか、 心掛けます。 広告物

の更新申請には安全点検が義務付けら れている ので、 信頼おける 専門誌各業者に依頼し て、 安全点検を

し ても ら う こ と を お勧めし ます。

(2 )　 表示内容の点検

　 表示内容に嘘はないか、 変更はないかを 広告主と 共に確認し ます。 また、 現在の景観法や広告物条例

に適合し ている 広告物か確認し ます。

　 　

(3 )　 広告主が優良な業者を 知るこ と のでき る仕組

　 静岡市ホームページ、 建築総務課屋外広告物係の中に、 優良な業者リ スト を 掲載し ています。 掲載基

準は、 過去５ 年間、 許可申請書未提出や未更新がない屋外広告物業者であり、 掲載依頼があっ た会社と

し ており ます。 掲載具体的な契約内容、 契約によ る ト ラ ブ ル等には応じ ており ませんので、 参考程度に

ご覧く ださ い。

　 １ 　 維持

https://www.city.shizuoka.lg.jp/726_000204.html


86

　 ２ 　 寿命と 除却

(1 )　 屋外広告物の寿命

　 広告物の耐用年数は、 屋外広告物点検基準（ 案） 第 9  条よ り 、 広告物等の構造部分の耐用年数の目安、

減価償却資産を 参考に金属製である も のについてはおおむね 10 から 20 年、 それ以外のも のについては

10 年と し ています。 周辺環境や天候条件によ っ て変化し ますが、 広告物を 管理する 上での参考にし てく

ださ い。

　 10 年以上補修など 手を 付けていない屋外広告物は、 耐用年数を 考慮する と 劣化が進行し 、 修理が必要

な も のが数多く ある と 予想さ れま す。 そのため、 すぐ にも 安全点検を する 必要がある と 考え ら れます。

耐用年数を 超えたも の、 修繕でき ないも のは、 除却し ます。

　 屋外広告物の支柱を 鋼材厚 3.2 ｍｍと 仮定、 内部外部から 錆が進むこ と を 想定、 約 15 年と し ており

ます。 15 年を 経過し た屋外広告物は、 担当課よ り 、 維持管理について、 詳し く お尋ねいたし ます。


